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演奏権と著作権料の徴収
―JASRAC対音楽教室訴訟を中心として―
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V．おわりに

Ⅰ．はじめに

JASRAC（日本音楽著作権協会）が、ヤマハや河合楽器等が運営する音楽教室で演奏される楽
曲に対して、年間受講料の2.5%を徴収すると発表して以来、音楽教室側は約250社がJASRACに
対して徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の第一審が東京地裁であった。
JASRACの主張は、著作権法上の第22条の演奏権を根拠として、公衆（音楽教室の受講生）の
前で演奏する行為は、この法律に該当するため、著作権料を徴収するというものである。
一方、音楽教室側は、そもそも教育目的での楽曲利用が著作権法で免除されており（第35条）、

楽曲教室は教育の場であり、教室での演奏に演奏権は及ばないとの立場で、著作権使用料は公衆
（不特定多数）への楽曲利用が対象なので、音楽教室内での受講者（特定少数）はこれに該当し
ないと主張するものである。


